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解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
日
開
催
の
総
社
員
の
同

意
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

山
口
県
光
市
虹
ヶ
丘
五
丁
目
一
六
番
三
号

合
同
会
社
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｎ

代
表
清
算
人

石
森

麻
由

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

徳
島
県
徳
島
市
両
国
本
町
一
丁
目
一
七
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
М
О
Ａ
眉
山
の
会

代
表
清
算
人

佐
田

耕
一

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

愛
媛
県
松
山
市
湊
町
四
丁
目
八
番
地
四

有
限
会
社
み
な
と
や

清
算
人

相
原

賢
吾

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
七
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

福
岡
県
春
日
市
平
田
台
六
丁
目
一
八
番
地

株
式
会
社
プ
リ
ズ
ム

代
表
清
算
人

島
尾

尚
男

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

福
岡
市
南
区
曰
佐
五
丁
目
二
番
二
三
号

三
扇
商
事
有
限
会
社

清
算
人

呉

義

憲

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

熊
本
県
宇
城
市
松
橋
町
曲
野
二
一
六
一
番
地
一
マ

ン
シ
ョ
ン
楓
館
二
〇
二
号

株
式
会
社
勝
福

代
表
清
算
人

廣
田

照
巳

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

大
分
県
臼
杵
市
野
津
町
大
字
野
津
市
一
四
四
番
地

の
一

有
限
会
社
富
士
荘

清
算
人

麻
生

栄
典

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

大
分
県
大
分
市
大
字
田
原
九
六
番
地
（
エ
ス
ポ

ワ
ー
ル
わ
さ
だ
弐
番
館
一
〇
三
）

合
同
会
社
エ
ス
ペ
ラ
ン
サ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

清
算
人

久
留
浩
一
郎

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
組
合
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
八
日
堺
市
長
の
認
可

に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、当
組
合
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
城
見
一
丁
目
二
番
二
七
号

ク
リ
ス
タ
ル
タ
ワ
ー
一
二
階
株
式
会
社
Ｕ
Ｒ
リ
ン

ケ
ー
ジ
西
日
本
支
社
内

堺
市
高
倉
台
近
隣
セ
ン
タ
ー
土
地
区
画
整
理
組
合

代
表
清
算
人

野

佳
成

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
責
任
役
員

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有

す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は

清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

山
口
県
岩
国
市
相
ノ
谷
二
八
九
番
地

宗
教
法
人
常
善
寺

清
算
人

龍
石

章
史

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
組
合
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
組
合
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

大
分
県
宇
佐
市
安
心
院
町
内
川
野
四
三
一
番
地
の
一

農
事
組
合
法
人
び
し
ゃ
も
ん

清
算
人

佐
田
美
次
郎

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
法
人
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
日
責
任
役
員
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
六
月
十

一
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら

除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

山
形
県
東
田
川
郡
庄
内
町
狩
川
字
阿
古
屋
九
〇
番
地

善
立
寺

清
算
人

内
藤

秀
縁

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
法
人
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
、
社
員
の
欠
亡

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
六
月
十
二

日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

横
浜
市
港
南
区
港
南
台
七
丁
目
四
二
番
三
〇
号
サ

ン
ラ
イ
ズ
港
南
台
二
一
〇
号医

療
法
人
社
団
信
陽
会

清
算
人

冨
永

陽
子

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
組
合
は
、
令
和
八
年
五
月
十
五
日
開
催
の
定
時
総
会

で
決
議
し
令
和
八
年
五
月
二
十
六
日
広
島
県
知
事
の
認
可

に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、当
組
合
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
六
月
十
二
日
）
の
翌
日

か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お

申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

広
島
県
呉
市
東
惣
付
町
一
番
五
号

惣
付
生
産
森
林
組
合

代
表
清
算
人

水
口

正
信

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
法
人
は
、
令
和
八
年
五
月
十
五
日
責
任
役
員
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
六
月
十

二
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

愛
媛
県
西
条
市
周
布
一
四
〇
六
番
地
一

賢
如
院

清
算
人

池
田
日
出
夫

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
法
人
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
解
散
い
た
し
ま

し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
第

一
回
掲
載
（
令
和
八
年
六
月
十
二
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇

月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

沖
縄
県
浦
添
市
牧
港
四
丁
目
二
番
二
〇
号

医
療
法
人
三
真
会

清
算
人

石
川

真


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